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おくやみコーナーのご案内

お亡くなりになった後の市役所での手続きをお手伝いします。

※おくやみコーナーは予約制です。

※各窓口で直接お手続きしていただくこともできます。

※おくやみコーナーでお手続きできない場合は、各窓口をご案内する場合があります。

※亡くなられた方の戸籍謄本の反映には日数が必要となります。

●予約先電話番号

☎ 0773-66-1002（市民課戸籍係）

☎ 0773-77-2251（西支所）

●予約受付時間
９：００〜１６：００（土日祝日、年末年始を除く）

●予約日

　　　　　　月　　　　　　日

おくやみコーナーについて

●予約時間 
　9：00、10：00、11：00、13：00、14：00、15：00

●予約できる日 
　お電話いただいた日より 3 開庁日以降 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
（翌週）

月曜日 火曜日 水曜日

お電話 予約
可能日 ⇨

お電話 予約
可能日 ⇨

お電話 予約
可能日 ⇨

お電話 予約
可能日 ⇨

お電話 予約
可能日 ⇨

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て



1 2

持参していただくもの　※追加でご持参をお願いする場合もあります。

手続きによって必要なものは異なりますが、下記のものは必要になることが多いので、お持ち
の上、ご来庁ください。

亡くなられた方のもの

（「亡くなられた方のもの」が見つからない場合や 紛失された場合はご相談ください。）

□ 基礎年金番号が記載されているもの
（年金証書、年金手帳、年金機構からのお知らせハガキなど）

□介護保険被保険者証 

□ 国民健康保険資格確認書又は後期高齢者資格確認書 
● 世帯主が死亡された場合で、 同じ世帯に国民健康保険の加入者がおられる場合は、世帯

全員の国民健康保険資格確認書をお持ちください。 

●葬祭を行ったことを確認できるもの（例 : 会葬礼状、 葬儀費用の領収書の写しなど）

□  各種福祉医療費受給者証（子育て、老人、障害、ひとり親）

□  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給
者証（精神通院）

ご遺族のもの 

□ 認印 

□ 来庁される方の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など） 

□ 預金通帳（相続人代表、喪主、未支給年金請求者）
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死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

区分 □✓ 手続きが必要な人 主な手続き 参照
ページ

住
民
登
録

□ 世帯主である ● 世帯主の変更（変更届）

P.5□ 印鑑登録している ● 印鑑登録証（カード）の返納

□ マイナンバーカードをお持ちの方 —

保
険

□ 国民健康保険に加入している

国民健康保険の手続き
● 各種証の返納
● 葬祭費の支給申請
● 高額療養費等の申請および振込口座の変更
● 世帯主変更の届出
  （�故人が世帯主で、同世帯に国民健康保険被

保険者がいる場合のみ）

P.6

□ 後期高齢者医療保険に加入している

後期高齢者医療保険の手続き
● 各種証の返納
● 葬祭費の支給申請
● 高額療養費等の振込口座の変更 P.7

□ 子育て支援医療の受給者である
子育て支援医療の手続き
● 受給者証の返却

□
福祉医療制度（老人・障害・ひとり親）の受
給者である

福祉医療制度（老人・障害・ひとり親）の手続き
● 各種受給者証の返却

P.8
介
護
保
険

□
65歳以上または介護認定を受けている40
〜64歳

介護保険の手続き
● 各種証の返納

年
金 □

国民年金のみに加入中
または国民年金のみを受給していた

● �死亡一時金・未支給年金・その他手続きに必
要な書類の案内

P.9

税
金

□ 市府民税・軽自動車税を納めている ● 相続人代表者の指定

□
原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊
自動車を所有している

● 廃車の手続き
● 名義変更手続き

P.10

□ 固定資産税を納めている ● 相続人代表者の指定

□
市税（市府民税・固定資産税・軽自動車
税）を「口座振替」で納めている 

口座振替の変更手続き P.11

障
害
福
祉

□
次のいずれかを所持している 身体障害者
手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳、自立支援医療受給者証（精神通院）

● 各種障害者手帳および受給者証の返還 P.12
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死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

区分 □✓ 手続きが必要な人 主な手続き 参照
ページ

こ
ど
も

□
児童手当の支給対象児童または受給者で
ある

故人が支給対象児童の場合
● 受給事由消滅届の提出
● 額改定届の提出
故人が児童手当受給者の場合
● 未支払児童手当受給者の場合
● 認定請求書の提出

P.13

□
児童扶養手当の支給対象児童または受給
資格者である

故人が支給対象児童の場合
● 資格喪失届の提出
● 額改定届の提出
故人が受給資格者の場合
● 受給資格者死亡届・未支払手当請求書の提出

P.14

□
特別児童扶養手当の支給対象児童または
受給資格者である

故人が支給対象児童の場合
● 資格喪失届の提出
● 額改定届の提出
故人が受給資格者の場合
● 受給資格者死亡届・未支払手当請求書の提出
● 認定請求書の提出

P.15

□
保育所、認定こども園、幼稚園を利用して
いる

故人が保護者の場合
● 保護者の変更
● 世帯構成員の変更
● 世帯状況申告書の提出
故人が園児の場合
● 認定の解除

上
下
水
道

上下水道の使用者である 
● 上下水道の中止届
● 上下水道の使用者の名義変更
● 今後の上下水道料金の支払いに関する手続き

P.16
市
営
住
宅

市営住宅に入居している

故人が契約者で同居の方が新たに契約者とな
るとき
● 市営住宅等入居承継承認申請書の提出
住宅を退去されるとき
● 市営住宅等返還届の提出
契約者と同居していたとき
● 市営住宅等に係る異動事項届の提出

森
林 森林を相続された方 —

P.17
農
地 農地を相続された方 —
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　　  市役所での手続き

□ 住民登録 世帯主である
故人が世帯主であった場合、同一世帯に故人の他に15歳以上の世帯員が2人以上いるときは
世帯主変更の手続きをしてください。

手続き・持ち物 ● 世帯主の変更（変更届）
□ 届出人の本人確認書類
※届出人が故人と別世帯の場合は委任状が必要になります。

受付窓口 市民課（本館 1 階）
☎︎ 0773-66-1001 
西支所

期限 亡くなった日から 14 日以内

□ 住民登録 印鑑登録している
故人が印鑑登録をしていた場合、印鑑の登録は廃止になります。
印鑑登録証（カード）を返納してください。
※各自で処分していただいても結構です。

手続き・持ち物 ● 印鑑登録証（カード）の返納
□ 故人の印鑑登録カード

受付窓口 市民課（本館 1 階）
☎︎ 0773-66-1001
西支所

期限 速やかに

□ 住民登録 マイナンバーカードをお持ちの方
所有者が亡くなられた場合、マイナンバーカードは自動的に廃止となります。
この場合返納は義務ではありません。
相続などの各種手続で故人の個人番号（マイナンバー）の提示を求められる可能性がありま
すので、しばらくの間はお手元に保管されることをお勧めします。

MEMO  
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　　  市役所での手続き

□ 保険 国民健康保険に加入している
故人が国民健康保険の被保険者であった場合、次の手続きをしてください。

手続き・持ち物 国民健康保険の手続き
● 各種証の返納
□ 故人の「資格確認書」
□ �対象者のみ「高齢受給者証」、「限度額適用認定証」、「特定疾病

療養受療証」
● 葬祭費の支給申請
□ 喪主名義の通帳 
□� �葬祭を行ったことを確認できるもの（会葬礼状、葬儀費用の領

収書の写し等） 
※振込口座が喪主の口座でない場合は委任状が必要になります。
● 高額療養費等の申請および振込口座の変更
□ 相続人代表者の通帳
● 世帯主変更の届出
  （故人が世帯主で、同世帯に国民健康保険被保険者がいる場合のみ）
□ 世帯全員の資格確認書
□ 新世帯主のキャッシュカード（信漁連を除く）

受付窓口 保険医療課（別館 1 階）
☎︎ 0773-66-1003 
西支所

期限 ● 各種証の返納　　：速やかに 
● 葬祭費の支給申請：葬祭を行った日の翌日から 2 年以内 
● 高額療養費の申請：診療年月の翌月 1 日から 2 年以内

その他 ・�保険料の変更があった場合は、翌月以降に決定通知書で通知しま
す。

・�保険料の支払いがある場合は、納期未到来分の期別分のみ納付書
を送付します。

・�納期到来済の期別分は、既に送付されている納付書で納付してく
ださい。

・�保険料の還付がある場合は、後日会計課より、振込通知書を送付
します。
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　　  市役所での手続き

□ 保険 後期高齢者医療保険に加入している
故人が後期高齢者医療保険の被保険者であった場合、次の手続きをしてください。

手続き・持ち物 後期高齢者医療保険の手続き
● 各種証の返納
□ 届出人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）
□ 故人の「資格確認書」 
□ 対象者のみ 「特定疾病療養受療証」
● 葬祭費の支給申請
□ 喪主名義の通帳
□ �葬祭を行ったことを確認できるもの（会葬礼状、葬儀費用の領

収書の写し等）
※振込口座が喪主の口座でない場合は委任状が必要になります。
● 高額療養費等の振込口座の変更
□ 相続人代表者の通帳

受付窓口 保険医療課（別館 1 階） 
☎ 0773-66-1075 
西支所

期限 ● 葬祭費の支給申請：葬祭を行った日の翌日から 2 年以内 
● 書類の送付先設定：亡くなった後速やかに

その他 保険料の支払いがある場合は、納付書を送付しますので、期限ま
でに納付してください。

□ 保険 子育て支援医療の受給者である
故人が子育て支援医療の受給者であった場合、次の手続きをしてください。

手続き・持ち物 子育て支援医療の手続き
● 受給者証の返却
□ 子育て支援医療費受給者証

受付窓口 保険医療課（別館 1 階） 
☎ 0773-66-1075 
西支所

［18 歳以下］
子育て応援課（中総合会館 2 階）
☎ 0773-66-1094

期限 速やかに

その他 未申請の医療費がある場合は、申請を忘れないようにご注意くだ
さい。
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　　  市役所での手続き

□ 保険 福祉医療制度（老人・障害・ひとり親）の受給者である
故人が福祉医療制度（老人・障害・ひとり親）の受給者であった場合、次の手続きをしてく
ださい。

手続き・持ち物 福祉医療制度（老人・障害・ひとり親）の手続き
● 各種受給者証の返却
□ 各種受給者証

受付窓口 保険医療課（別館 1 階）
☎︎ 0773-66-1075 
西支所

［18 歳以下］
子育て応援課（中総合会館 2 階）
☎ 0773-66-1094

期限 速やかに

その他 未申請の医療費がある場合は、申請を忘れないようにご注意くだ
さい。

□ 介護保険 65 歳以上または介護認定を受けている 40 〜 64 歳
故人が65歳以上または介護認定を受けていた40〜64歳の場合、次の手続きをしてくださ
い。

手続き・持ち物 介護保険の手続き
● 各種証の返納
□ 届出人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等） 
□ 故人の「被保険者証」 　
□ 対象者のみ「負担割合証」、「負担限度額認定証」 
□ 相続人代表者の通帳
□ 相続人代表者の印鑑（認印）

受付窓口 高齢者支援課（別館 1 階）
☎︎ 0773-66-1013 
西支所

期限 速やかに

その他 ・�故人の介護保険料の徴収方法が普通徴収（納付書払い等）の場合、
介護保険料の納付が必要な場合があります。

・�在宅福祉サービス（安心生活支援システム、配食サービス等）を
利用されている方はお申し出ください。
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　　  市役所での手続き

□ 年金
国民年金のみに加入中
または国民年金のみを受給していた

手続き・持ち物 ●  死亡一時金・未支給年金・その他手続きに必要な書類
の案内

【故人】
□年金証書、年金支払通知書、年金手帳など
□死亡診断書など

【請求者】 
□マイナンバーカード
□預金通帳
□故人との続柄が分かる戸籍など

受付窓口 障害福祉・国民年金課（別館 1 階）
☎︎ 0773-66-1004
西支所 
※年金事務所でも手続可能です 
舞鶴年金事務所 
☎ 0773-78-1165

期限 速やかに

その他 ・�請求者が故人と別住所の場合、日本年金機構所定の生計同一証明
が必要

・�代理人請求の場合、請求者のマイナンバーカード・年金手帳・年
金証書などが必要

・�厚生年金などの加入歴がある方は年金事務所へお問い合わせくだ
さい。

□ 税金 市府民税・軽自動車税を納めている
故人が市府民税・軽自動車税を納付していた場合、相続人代表者の指定や所有者の変更等を
してください。

手続き・持ち物 ● 相続人代表者の指定
□ 相続人の本人確認書類

受付窓口 税務課 市民税係（本館 1 階）
☎︎ 0773-66-1026 
西支所

期限 速やかに
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　　  市役所での手続き

□ 税金
原動機付自転車（125cc 以下）・小型特殊自動車を所
有している

故人名義の原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車がある場合、相続人が廃車の
手続きまたは名義変更をしてください。

手続き・持ち物 ● 廃車の手続き
□ ナンバープレート 
□ 届出人の本人確認書類 
□ 標識交付証明書（お持ちの方）
● 名義変更手続き（注）
□ 届出人の本人確認書類 
□ 標識交付証明書（お持ちの方）

（注）�故人の同居の親族以外の方へ名義変更される場合は、予め税
務課市民税係へお問い合わせください。

受付窓口 税務課 市民税係（本館 1 階）
☎︎ 0773-66-1026 
西支所

期限 毎年 4 月 1 日現在の車両の所有者または使用者に登録されている
方に課税されますので、早めに手続きをしてください。

□ 税金 固定資産税を納めている
故人が固定資産税を納付していた場合、相続人代表者の指定をしてください。

手続き・持ち物 ● 相続人代表者の指定
□ 相続人の本人確認書類

受付窓口 税務課 資産税係（本館 2 階）
☎︎ 0773-66-1027 
西支所

期限 速やかに
※�令和 6 年 4 月 1 日から相続登記の申請が義務化されました。
　（P.21 参照）
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　　  市役所での手続き

□ 税金
市税（市府民税・固定資産税・軽自動車税）を「口座
振替」で納めている

市税（市府民税・固定資産税・軽自動車税）を故人の口座から引落（口座振替）されていた
場合、口座振替ができなくなることがあります。新たに他の口座から引落を希望されるとき
は、口座振替の変更を行ってください。
【口座振替取扱金融機関】
京都銀行・福井銀行・京都北都信用金庫・京滋信用組合・近畿労働金庫・
京都丹の国農業協同組合・京都府信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行

手続き・持ち物 口座振替の変更手続き
【金融機関で手続きする場合】（注 1） 
□ 振替を希望される口座の通帳と届出印 
□ 納税通知書
□ �届出者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）

【市役所（本庁・西支所）で手続きする場合】（注 2）
□ 振替を希望される口座のキャッシュカードとカードの暗証番号
□ 納税通知書 
□ �届出者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）

（注 1）�舞鶴市以外の店舗で手続きされる場合は口座振替依頼書を
お渡ししますので、収納推進課へご連絡ください。

（注 2）�京滋信用組合と京都府信用漁業協同組合連合会は市役所（本
庁・西支所）では手続きできません。

受付窓口 収納推進課（本館 1 階）
☎︎ 0773-66-1025
西支所

期限 速やかに
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　　  市役所での手続き

□ 障害福祉

次のいずれかを所持している 身体障害者手帳、療育
手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者
証（精神通院）

故人が次のいずれかの手帳または受給者証を所持していた場合、返還してください。

手続き・持ち物 ● 各種障害者手帳および受給者証の返還
□ 故人が所持されていた手帳および受給者証
□ 届出者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）

受付窓口 【18 歳以上】 
障害福祉・国民年金課（別館 1 階）
☎︎ 0773-66-1033 
西支所 

【18 歳以下】 
子育て応援課（中総合会館 2 階）
☎︎ 0773-66-1094

期限 速やかに

その他 □ �手当などを受給している場合は、返還時に受付窓口へお申し出
ください。

□ �障害者手帳の所持に伴い、各種減免（NHK 受信料、自動車税な
ど）、割引などを受けている場合は、別途、各窓口へお問い合わ
せの上、必要な手続きを行ってください。
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　　  市役所での手続き

□ こども 児童手当の支給対象児童または受給者である
故人が児童手当の支給対象児童または受給者であった場合、次の手続きをしてください。

手続き・持ち物 【故人が支給対象児童の場合】
 （支給対象児童が 1 人） 
● 受給事由消滅届の提出
□ 来庁者の本人確認書類 
 （支給対象児童が複数）
● 額改定届の提出
□ 来庁者の本人確認書類

【故人が児童手当受給者の場合】
● 未支払児童手当受給者の場合
□ 未支払分を受給する児童の通帳 
□ 来庁者の本人確認書類 
● 認定請求書の提出
□ 新たに受給者となる方の振込先口座が分かるもの
□ �新たに受給者となる方のマイナンバーカードまたは医療保険の

加入を確認できる書類
□ 新たに受給者となる方の本人確認書類

受付窓口 子育て応援課（中総合会館２階）
☎ 0773-66-1094

期限 速やかに
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　　  市役所での手続き

□ こども 児童扶養手当の支給対象児童または受給資格者である
故人が児童扶養手当の支給対象児童または受給資格者であった場合、次の手続きをしてくだ
さい。

手続き・持ち物 【故人が支給対象児童の場合】
（支給対象児童が 1 人） 
● 資格喪失届の提出
□ 来庁者の本人確認書類  

（支給対象児童が複数） 
● 額改定届の提出
□ 来庁者の本人確認書類

【故人が受給資格者の場合】
● 受給資格者死亡届・未支払手当請求書の提出
□ 未支払分を受給する児童の通帳
□ 来庁者の本人確認書類
□ 証書

受付窓口 子育て応援課（中総合会館２階）
☎ 0773-66-1094

期限 速やかに
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　　  市役所での手続き

□ こども
特別児童扶養手当の支給対象児童または受給資格者で
ある

故人が特別児童扶養手当の支給対象児童または受給資格者であった場合、次の手続きをして
ください。

手続き・持ち物 【故人が支給対象児童の場合】
（支給対象児童が 1 人）
● 資格喪失届の提出
□ 来庁者の本人確認書類

（支給対象児童が複数）
● 額改定届の提出
□ 来庁者の本人確認書類

【故人が受給資格者の場合】 
● 受給資格者死亡届・未支払手当請求書の提出
● 認定請求書の提出 
□ 未支払分を受給する児童の通帳
□ 来庁者の本人確認書類

受付窓口 子育て応援課（中総合会館 2 階）
☎︎ 0773-66-1094 

期限 速やかに

□ こども 保育所、認定こども園、幼稚園を利用している
故人が保護者または園児であった場合、次の手続きをしてください。

手続き・持ち物 【故人が保護者の場合】
● 保護者の変更
● 世帯構成員の変更
● 世帯状況申告書の提出

【故人が園児の場合】
● 認定の解除
□ 来庁者の本人確認書類

受付窓口 乳幼児教育推進課（中総合会館３階）
☎︎ 0773-66-1009

期限 速やかに

その他 保育所のうち「認可外保育施設」を利用されている方で、無償化
制度の適用を受けている場合は、上記の手続きが必要になります。
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　　  市役所での手続き

□ 上下水道 上下水道の使用者である
上下水道の使用を止める場合、もしくは上下水道の使用者の名義を故人から変更する場合、
次の手続きをしてください。

手続き・持ち物 ● 上下水道の中止届
□ �届出人の本人確認書類（運転免許証、マイナン

バーカード等） 
※�中止届はインターネットによる申請もご利用い

ただけます。

● 上下水道の使用者の名義変更
□ 届出人の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）

● 今後の上下水道料金の支払いに関する手続き
〈口座振替をご利用の場合〉
□ �振替を希望される金融機関のキャッシュカード（京滋信用組合、

信漁連を除く）
□ 届出人の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等） 
※手続きにはキャッシュカードの暗証番号が必要となります。

受付窓口 上下水道お客様サービスセンター（別館 2 階） 
☎ 0773-62-1632

期限 速やかに

上下水道届
インターネット受付

□ 市営住宅 市営住宅に入居している
故人が市営住宅に入居していた場合、次の手続きをしてください。

手続き・持ち物 【故人が契約者で同居の方が新たに契約者となるとき】
● 市営住宅等入居承継承認申請書の提出

【住宅を退去されるとき】
● 市営住宅等返還届の提出

【契約者と同居していたとき】
● 市営住宅等に係る異動事項届の提出
※詳細についてはお問い合わせください。

受付窓口 住宅課（別館 3 階）
☎︎ 0773-66-1050

期限 亡くなった日から 30 日以内
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　　  市役所での手続き

□ 森林 森林を相続された方
故人が森林の土地を所有していた場合、新たに所有者になられる方の届出をしてください。

手続き・持ち物 □ 森林の土地の所有者届出書（様式は HP または窓口） 
□ �対象の森林の土地の登記事項証明書
　 �または相続分割協議録など権利を取得したことが分かる書類（写

しでも可） 
□ �対象の森林の土地の位置を示す図面（任意の図面に大まかな位

置を記入）

受付窓口 農林課（本館 2 階）
☎︎ 0773-66-1030

期限 亡くなった日から 90 日以内

□ 農地 農地を相続された方
故人が農地を所有していた場合、相続で新たに所有者になられた方の届出をしてください。
詳しくはお問い合わせください。（相続者が決まってからの届け出になります。）

手続き・持ち物 □ �農地法第 3 条届出書（様式は HP または窓口） 
□ 相続者の本籍地入りの住民票
□ �外国籍の場合は在留資格、特別永住者証明書など

受付窓口 舞鶴市農業委員会（本館 2 階）
☎︎ 0773-66-1023

期限 亡くなった日から 10 ヵ月以内
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手続きの種類 主な手続き □✓ 問い合わせ先

厚生年金
（国民年金も併せて受給）

遺族年金請求・
未支給年金請求など 

□
舞鶴年金事務所

舞鶴市南田辺 50-8
☎ 0773-78-1165 

生命保険 
死亡保険金の請求・
入院給付金の請求など 

□ 加入している生命保険会社 

預貯金口座 口座凍結解除手続き □ 各金融機関など

株式等 名義変更 □ 各証券会社など

遺言書 検認・開封 □

京都家庭裁判所 舞鶴支部 
舞鶴市字南田辺小字南町 149

☎ 0773-75-0958

舞鶴公証役場
舞鶴市字北田辺 126-1-1

広小路 SK ビル 5 階
☎ 0773-75-6520

京都地方法務局 舞鶴支局
舞鶴市字西 110-5
☎ 0773-76-0858

固定電話・携帯電話 契約継承・解約 □ 各契約会社 など 

インターネット 名義変更・解約 □ 各契約会社 など

NHK 受信料 名義変更・解約 □

フリーダイヤル
☎ 120-151515

有料ダイヤル
☎ 050-3786-5003

電気・ガス料金等 名義変更・解約 □
領収書に記載されている

会社及び営業所

運転免許証 返納 □
舞鶴警察署

舞鶴市南田辺 9
☎ 0773-75-0110

市役所以外での主な手続き
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手続きの種類 主な手続き □✓ 問い合わせ先

パスポート 返納 □

中丹広域振興局旅券窓口
（西駅交流センター2 階）

舞鶴市字伊佐津 213-8 
（JR 西舞鶴駅内）

☎ 0773-77-1995

クレジットカード 解約 □ 各契約会社

ケーブルテレビ 名義変更・解約 □ 各契約会社

不動産登記関係 土地・家屋等相続登記 □
京都地方法務局 舞鶴支局

舞鶴市字西 110-5
☎ 0773-76-0858

国税関係
（相続税・所得税・消費税）

相続税・所得税・
消費税申告

□
舞鶴税務署 （予約制）
舞鶴市字上安久 240

☎ 0773-75-0801

国債を所有していた方 記名変更 ・償還金受領 □
償還金支払場所または証券保険

証書に記載の郵便局

125cc を超えるバイク 名義変更・廃車 □
近畿運輸局京都運輸支局

京都市伏見区竹田向代町 37
☎ 050-5540-2061

軽自動車 （四輪・三輪） 名義変更・廃車 □
軽自動車検査協会京都事務所

京都市伏見区竹田向代町 51-12
☎ 050-3816-1844

普通自動車

名義変更・廃車 □
近畿運輸局京都運輸支局

京都市伏見区竹田向代町 37
☎ 050-5540-2061

税金に関する手続き □
自動車税管理事務所

京都市伏見区竹田向代町 51-7
☎ 075-672-6155

市役所以外での主な手続き
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相続で不動産取得を知った日から3年以内に申請
しなければなりません。正当な理由がなく義務に
反した場合、10万円以下の過料の対象となります。

不動産取得を知った日から3年以内に申請

反した場合、10万円以下の過料

   相続登記の申請の流れ

　戸籍関係書類の取得

相続開始の証明と法定相続人の特定

　遺産分割協議・協議書の作成

協議・話し合いによる土地・建物の 所有者の確定とその書面化

　登記申請書の作成

法務局（登記所）提出書類の作成

　登記申請書の提出

法務局（登記所）へ提出

　登記完了
法務局（登記所）から登記完了証・ 登記識別情報通知書の交付

令和 6年

4 月1日 から

遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、
次のステップ①からステップ⑤までの流れで行います。

ステップ
①

ステップ
②

ステップ
③

ステップ
④

ステップ
⑤

不動産不動産のの相続登記相続登記のルのルーールルがが

大きく変わりました。大きく変わりました。
義務に

·早めに、相続した土地・建物の相続登記をすることがおすすめです。
相続の際、相続登記の免税措置も拡大されています。

·相続の際、遺産分割を早めに済ませることが大切です。
·法改正以前に所有している相続登記・住所などの変更登記が済んでいない

不動産についても、登記が義務化されます。
·問い合わせは、不動産の所在地を管轄している法務局へお願いいたします。

相続・登記の専門家への相談もご検討ください。
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法定相続情報証明制度
あなた

の手続きを応援します！

　法定相続情報証明制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を
何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※2）
に依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１及び２の書類を添付して
登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続きが
同時に進められ、時
間短縮につながり
ます。

法定相続情報証明制度について
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※コピーしてお使いください

委 任 状

記

代理人

委任事項

住所

（方書・部屋番）

氏名

生年月日　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日生

私は、次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。

委任者

住所

（方書・部屋番）

氏名

生年月日　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日生

電話番号　　　　　  　　－　　　　　　        　－　　　　　　　

◯印

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の死亡に伴う下記の事項に関する権限

□　住民異動届（世帯主変更等）の手続き

□　住民票の写し等の交付申請および受領の手続き

□　戸籍証明書の交付申請および受領の権限（本籍地を記入してください）

　   ［本籍地：舞鶴市＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿］

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（宛先）舞鶴市長

令和　　　　　 年　 　　　月  　　　日

※委任する項目を☑ください。

※委任者がすべて自筆し押印してください。

※代理人は本人確認書類（マイナンバーや運転免許証など）をご持参ください。
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相続手続きで
お困りではありませんか
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